
JP 4810141 B2 2011.11.9

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像の属性情報に基づき、当該画像が、撮影画像を画像処理して生成された処理画像で
あるか撮影画像であるかを判別する判別手段と、
　前記判別された結果に基づいて、各撮影画像と対応する処理画像とを関連付けて分類す
る第１の分類態様と、処理画像同士を関連付けて分類する第２の分類態様とから１つの分
類態様を指示する指示手段と、
　前記分類態様の指示に基づき画像を分類する分類手段と、
　前記分類態様により分類された結果に基づいて、前記分類された画像のリストを表示さ
せる画像リスト表示手段と、
　前記第１の分類態様が指示された場合には前記分類のそれぞれから選ばれた画像を撮影
日時順に表示し、前記第２の分類態様が指示された場合には撮影画像を撮影日時順に並べ
て表示するとともに前記分類された複数の処理画像を重ねて表示する表示手段と、
　前記表示された画像のそれぞれを、該表示された画像が属する分類内の他の画像に切替
えて表示させる切替手段と、
　を有することを特徴とする画像管理装置。
【請求項２】
　前記分類手段は、処理画像であると判断された画像を、当該画像に関連する撮影画像に
対応付けて分類することを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項３】
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　前記撮影画像の属性情報は検査の情報を含み、前記分類手段は、前記処理画像を前記撮
影画像と同じ検査に分類することを特徴とする請求項２に記載の画像管理装置。
【請求項４】
　前記分類手段は、処理画像であると判断された画像同士を関連付けて分類することを特
徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項５】
　前記処理画像の属性情報は検査の情報を含み、前記分類手段は、複数の処理画像を同じ
検査に分類することを特徴とする請求項４に記載の画像管理装置。
【請求項６】
　前記切替手段は、前記第１の分類態様が指示された場合において表示されている撮影画
像を処理画像に切り替える指示があった場合には、撮影日時が最新の撮影画像についての
処理画像の表示を省略し、また、処理画像が存在しない撮影画像についての画像の表示を
省略することを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項７】
　前記第１の分類態様又は第２の分類態様による画像の分類の切り替えを指示する切り替
え指示手段を更に有し、
　前記分類手段は、前記切り替え指示手段の指示に基づき、画像を分類することを特徴と
する請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項８】
　画像の属性情報に基づき、当該画像が、同一被写体を異なる時点でそれぞれ撮影した複
数の撮影画像間で差分処理を行った処理画像であるか前記撮影画像であるかを判別する判
別手段と、
　処理画像であると判断された画像同士を関連付けて分類する分類手段と、
　前記撮影画像を撮影日時順に並べて表示するとともに、前記分類された複数の処理画像
を重ねて表示する表示手段と、
　前記表示された処理画像を、前記表示された処理画像が属する分類内の他の処理画像に
切り替えて表示させる切替手段と、
　を有することを特徴とする画像管理装置。
【請求項９】
　前記処理画像は、同一被写体の異なる部分を撮影した複数の撮影画像をつなぎ合わせる
画像処理を行った画像であることを特徴とする請求項１に記載の画像管理装置。
【請求項１０】
　前記判別手段は、前記画像の属性情報に含まれているクラス属性がセカンダリキャプチ
ャクラスであるか否かにより、前記処理画像であるか否かを判断することを特徴とする請
求項１に記載の画像管理装置。
【請求項１１】
　判別手段が、画像の属性情報に基づき、当該画像が、撮影画像を画像処理して生成され
た処理画像であるか撮影画像であるかを判別する判別ステップと、
　指示手段が、前記判別された結果に基づいて、各撮影画像と対応する処理画像とを関連
付けて分類する第１の分類態様と、処理画像同士を関連付けて分類する第２の分類態様と
から１つの分類態様を指示する指示ステップと、
　分類手段が、前記分類態様の指示に基づき画像を分類する分類ステップと、
　画像リスト表示手段が、前記分類態様により分類された結果に基づいて、前記分類され
た画像のリストを表示させる画像リスト表示ステップと、
　表示手段が、前記第１の分類態様が指示された場合には前記分類のそれぞれから選ばれ
た画像を撮影日時順に表示し、前記第２の分類態様が指示された場合には撮影画像を撮影
日時順に並べて表示するとともに前記分類された複数の処理画像を重ねて表示する表示ス
テップと、
　切替手段が、前記表示された画像のそれぞれを、該表示された画像が属する分類内の他
の画像に切替えて表示させる切替ステップと、
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　を有することを特徴とする画像管理方法。
【請求項１２】
　前記分類ステップにおいて、前記分類手段が、処理画像であると判断された画像を、当
該画像に関連する撮影画像に対応付けて分類することを特徴とする請求項１１に記載の画
像管理方法。
【請求項１３】
　前記分類ステップにおいて、前記分類手段が、処理画像であると判断された画像同士を
関連付けて分類することを特徴とする請求項１１に記載の画像管理方法。
【請求項１４】
　切り替え指示手段が、前記第１の分類態様又は第２の分類態様による画像の分類の切り
替えを指示する切り替え指示ステップを更に有し、
　前記分類ステップにおいて、前記分類手段が、前記切り替え指示ステップにおける指示
に基づき、画像を分類することを特徴とする請求項１１に記載の画像管理方法。
【請求項１５】
　コンピュータに、請求項１１乃至１４のいずれか１項に記載の画像管理方法の各ステッ
プを実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載したプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可
能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像管理装置及び画像管理方法に関し、特に、医用画像として撮影された撮
影画像と撮影画像から作成された処理画像を管理する画像管理装置及び画像管理方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、医療の分野においては、Ｘ線などの放射線を利用した、Ｘ線撮影装置、ＣＴ（Co
mputed Tomography）装置、ＭＲＩ（Magnetic Resonance Imaging）装置、ＣＲ（Compute
d Radiography）等の各種モダリティが診断のために用いられている。
【０００３】
　これらのデジタル画像は、一般にＤＩＣＯＭ（Digital and Communication in Medicin
e）と呼ばれる規格に準拠したフォーマットで保存されている。このフォーマットは、階
層構造になっており、一番上の階層には検査のレイヤがあり、検査の下にシリーズのレイ
ヤがあり、シリーズの下にイメージのレイヤがある。
【０００４】
　これらのレイヤは、撮影を基本に考えられているため、検査が最も上位のレイヤになっ
ている。そのため、データベースからＤＩＣＯＭ画像を検索して一覧として表示する場合
には、最も上位のレイヤである検査のリストが表示されるのが一般的である。
【０００５】
　また、各々のデジタル画像はモダリティによってクラスに分類されており、例えば、Ｃ
Ｔ画像はＣＴクラス、ＣＲ画像はＣＲクラスといったように分類されている。より具体的
には、例えばＣＴクラスであればＣＴクラスを表すＩＤが画像ヘッダに記載されている。
【０００６】
　一方、デジタル画像を画像処理することにより新たなデジタル画像を作成することがで
きる。このような新たに作成された画像はＳＣ（セカンダリキャプチャ）というクラスに
分類されている。
【０００７】
　一方、医療診断を目的とするＸ線撮影では、増感紙とＸ線写真フィルムとを組み合わせ
たフィルムスクリーンシステムが用いられていた。このシステムを用いた撮影方法では、
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被写体を通過したＸ線は、被写体の内部情報を含み、それが増感紙によってＸ線の強度に
比例した可視光に変換され、Ｘ線写真フィルムを感光させ、Ｘ線画像をフィルム上に形成
する。
【０００８】
　従来、このようなフィルムにより診断を行う場合には、病気の進行や治癒の進み具合を
判断するために経時的に間隔のある２つの画像をシャーカステンなどに並べて両者を比較
することにより行っていた。
【０００９】
　一方、整形外科などの分野では、一回の撮影で収まりきらないような大きな被写体を撮
影するために、複数回のＸ線撮影を行い、複数フィルムを繋ぎ合わせることで診断や計測
を行っていた。
【００１０】
　例えば、脊椎側湾症などは脊椎の全景を撮影する必要があるが被写体が撮影装置の大き
さよりも大きい場合があり、一回の撮影では撮影しきれない場合などがある。この場合は
、２回に分割して撮影を行い、作成された２枚のＸ線フィルムを物理的に接着テープなど
で張り合わせることにより、症状を判断するために利用していた。
【００１１】
　一方、最近では、輝尽性蛍光体にＸ線強度分布をエネルギーとして潜像化し読み出す方
式や、Ｘ線による蛍光体の蛍光分布を直接画像として読み出す方式、蛍光分布を用いない
技術等のさまざまな方式により放射線画像を電気信号として読み出し、デジタル変換する
ことによりデジタル画像を構成するＸ線デジタル撮影装置が使用され始めている。
【００１２】
　これにより、撮影した画像はデジタルデータとして取り込むことができるため、経時的
に間隔のあるデジタルデータ同士を画像処理により差分を取ることができるようになって
きている。これにより、従来、２つの画像をシャーカステンなどに並べお互いを比較する
ことで人間の頭の中で病気の進行状況や治癒状況について判断していた。
【００１３】
　近年、前述の通りＸ線デジタル撮影ができるようになっており、画像データをデジタル
データとして取得できるため、参照画像として２枚のＸ線画像の差分をとり差分画像とし
てモニタなどに表示することで、前述のように病変部の進行状況や治癒状況を過去画像と
の比較により変化を判断せずとも、デジタル画像処理により差分画像を参照することで、
明確に治癒が進んでいる、もしくは病気が進行していることが示される。従って、差分画
像を提示することは医師の判断をサポートするための非常に有効な手段である。
【００１４】
　一方、整形外科などの分野も同様に、画像データをデジタルデータで扱うことができる
ようになったため、これまで接着テープなどで物理的に張り合わせることにより２枚の画
像を繋ぎ合わせていたものが、デジタル画像処理で繋ぎ合わせることにで、より容易且つ
正確に２枚の画像を繋ぎ合わせて診断できるようになってきている。これによって、従来
、２枚のフィルムを物理的に張り合わせて計測していたものなどは、モニタ上で瞬時に計
測することができるようになっており、医師の作業負担を軽減する有効な手段となってい
る。
【００１５】
　ここで、過去に処理した画像を表示する方法の従来例として、画像処理の履歴を保存す
る方法がある（例えば、特許文献１）。
【００１６】
　また、画像データの保存場所を示す情報を含む付帯情報を作成する方法もある（例えば
、特許文献２）。
【００１７】
　また、医用イメージングの経時的変化を検出するために時間的サブトラクションをアプ
リケーション・サービス・プロバイダとして実現するための圧縮／レジストレーション併
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用技法も開示されている（例えば、特許文献３）。
【００１８】
　更に、画像間演算が行われているか否かの情報、画像間演算が行われているならば、そ
の基になった画像を特定するための情報等の履歴情報を各画像に付帯させることにより、
検索等を容易にする画像表示装置も開示されている（例えば、特許文献４）。
【００１９】
【特許文献１】特開２００３－２８４６９１号公報
【特許文献２】特開２００３－１９６３００号公報
【特許文献３】特開２００３－１２６０４６号公報
【特許文献４】特開２００１－２１８１１０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　しかしながら、いずれの従来技術においても複数のクラスの画像を検査日順で表示しよ
うとすると、複数のクラスの画像が混在して表示され診断上思考が妨げられ非常に煩わし
いものとなってしまう。この問題を回避するために、複数のクラスが同時に表示されない
ように、クラス毎に分類して表示しようとすると、逆に他のクラスの画像を参照できなく
なってしまうという問題がある。
【００２１】
　本願発明は、様々なモダリティクラスの画像の関連付けを変更することで、撮影された
モダリティクラスの画像と、撮影画像から生成されたセカンダリキャプチャクラスの画像
の比較・参照を容易に行うことができる画像管理装置及び画像管理方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本願発明者は、前記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、以下に示す発明の諸態様
に想到した。
【００２３】
　本願発明の画像管理装置は、画像の属性情報に基づき、当該画像が、撮影画像を画像処
理して生成された処理画像であるか撮影画像であるかを判別する判別手段と、前記判別さ
れた結果に基づいて、各撮影画像と対応する処理画像とを関連付けて分類する第１の分類
態様と、処理画像同士を関連付けて分類する第２の分類態様とから１つの分類態様を指示
する指示手段と、前記分類態様の指示に基づき画像を分類する分類手段と、前記分類態様
により分類された結果に基づいて、前記分類された画像のリストを表示させる画像リスト
表示手段と、前記第１の分類態様が指示された場合には前記分類のそれぞれから選ばれた
画像を撮影日時順に表示し、前記第２の分類態様が指示された場合には撮影画像を撮影日
時順に並べて表示するとともに前記分類された複数の処理画像を重ねて表示する表示手段
と、前記表示された画像のそれぞれを、該表示された画像が属する分類内の他の画像に切
替えて表示させる切替手段と、を有することを特徴とする。
【００２４】
　また、本願発明の画像管理方法は、判別手段が、画像の属性情報に基づき、当該画像が
、撮影画像を画像処理して生成された処理画像であるか撮影画像であるかを判別する判別
ステップと、指示手段が、前記判別された結果に基づいて、各撮影画像と対応する処理画
像とを関連付けて分類する第１の分類態様と、処理画像同士を関連付けて分類する第２の
分類態様とから１つの分類態様を指示する指示ステップと、分類手段が、前記分類態様の
指示に基づき画像を分類する分類ステップと、画像リスト表示手段が、前記分類態様によ
り分類された結果に基づいて、前記分類された画像のリストを表示させる画像リスト表示
ステップと、表示手段が、前記第１の分類態様が指示された場合には前記分類のそれぞれ
から選ばれた画像を撮影日時順に表示し、前記第２の分類態様が指示された場合には撮影
画像を撮影日時順に並べて表示するとともに前記分類された複数の処理画像を重ねて表示
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する表示ステップと、切替手段が、前記表示された画像のそれぞれを、該表示された画像
が属する分類内の他の画像に切替えて表示させる切替ステップと、を有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、画像が処理画像であるか撮影画像であるかに基づき、画像を分類し、
この分類結果に基づいて画像リストを表示することにより、画像の参照を容易に行うこと
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について添付の図面を参照して具体的に説明する。
【００２７】
　（第１の実施形態）
　先ず、本発明の第１の実施形態について説明する。図１は、本発明の実施の形態に係る
画像管理装置の構成を示す図である。
【００２８】
　この画像管理装置においては、患者情報及び画像データを保存している画像保存装置１
０５と画像表示装置１０３とがネットワーク１０４により相互に接続されている。画像保
存装置１０５には、患者情報等の属性情報を格納しているデータベース１０１、及び、デ
ータベース１０１に格納された属性情報と関連付けられて画像データが保存されている記
憶媒体１０２が設けられている。
【００２９】
　また、画像保存装置１０５には、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ等の一般的なコンピュータ
の構成要素が設けられており、画像保存装置１０５全体の動作をＣＰＵが制御するための
プログラムがＲＯＭに格納されている。
【００３０】
　同様に、画像表示装置１０３には、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ等の一般的なコンピュー
タの構成要素が設けられており、画像表示装置１０３全体の動作をＣＰＵが制御するため
のプログラムがＲＯＭに格納されている。
【００３１】
　なお、本実施形態では、画像保存装置１０５と画像表示装置１０３とを別体のコンピュ
ータとしているが、これらが一体化されていてもよい。
【００３２】
　図２は、本発明の実施の形態に係る画像管理装置の機能を示す機能ブロック図である。
【００３３】
　この画像管理装置においては、図２に示すような各部が、画像表示装置１０３、及び、
画像保存装置１０５内のＲＯＭに格納されたプログラム等をＣＰＵが実行することにより
構成される。
【００３４】
　即ち、画像管理装置には、画像属性を判別する属性判別部２０１と、属性判別部２０１
による判別の結果に基づき画像を分類する画像分類部２０２と、画像分類部２０２による
分類の結果に基づき画像リストを表示する画像リスト表示部２０３と、画像リスト表示部
２０３により表示された画像リストから選択された画像を読み込む画像読込部２０４と、
画像読込部２０４により読み込まれた画像を表示する画像表示部２０５と、が設けられて
いる。
【００３５】
　更に、画像表示部２０５に表示された画像から画像を作成する指示を与える画像作成指
示部２０６と、画像読込部２０４により読み込まれた画像から新たに画像を作成する画像
作成部２０８と、画像作成部２０８により作成された画像を保存する画像保存部２０９と
、画像保存部２０９により保存された画像を登録する画像登録部２１０と、画像分類部２
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０２による分類の方法を切り替える画像分類切替部２１１と、画像表示部２０５に表示さ
れた画像の並び順を切り替える画像表示切替部２１２と、が設けられている。
【００３６】
　画像読込部２０４は、画像作成指示部２０６により指示された画像が読み込まれていな
ければ、その画像を読み込むという動作も行う。
【００３７】
　次に、上述のように構成された画像管理装置の動作について説明する。図３－１及び図
３－２は、本発明の実施形態に係る画像管理装置の処理動作を示すフローチャートである
。
【００３８】
　先ず、画像表示装置１０３の入力装置（不図示）等からユーザの操作に基づき、検索条
件が入力される（ステップＳ３０１）。検索条件の項目としては、例えば、検査日、患者
ＩＤ、患者名、クラス属性、性別、生年月日等が挙げられる。
【００３９】
　次に、入力された検索条件に従って、データベース１０１を検索する（ステップＳ３０
２）。
【００４０】
　次いで、属性判別部２０１が、ステップＳ３０２において検索された画像にセカンダリ
キャプチャ画像があるか判別を行う（ステップＳ３０３）。
【００４１】
　ステップＳ３０３における判別方法には２種類の方法が有る。１つは検索された画像に
セカンダリキャプチャクラスの画像があるか否かを判別するというものであり、もう１つ
は検索された画像に関連するセカンダリキャプチャクラスの画像がＤＢに登録されている
か否かを判別するというものである。ステップＳ３０３において、２つの判別方法のうち
どちらの判別方法を用いるか、あるいは両方の判別を行うか、またはどちらの判別方法も
用いないかはユーザの設定による。
【００４２】
　ステップＳ３０３で「ある」と判別された場合、画像分類部２０２が画像分類を実行す
る（ステップＳ３０４）。通常同一患者の画像は同一のグループとして分類する。さらに
、ステップＳ３０２における検索結果及び検索された画像に関連するセカンダリキャプチ
ャクラスの画像の分類を行う。
【００４３】
　この分類方法は、次の通りである。１つはセカンダリキャプチャクラスの画像を作成し
たときの元の画像に関連付けて分類する方法、１つはセカンダリキャプチャクラスの画像
をまとめて１つに分類する方法、あるいは、セカンダリキャプチャクラスの画像はいずれ
にも関連付けずに独立して扱う方法である。
【００４４】
　ここで、検索の具体例について図４を用いて説明する。図４において、データベース１
０１には、属性情報４０１～４０５の情報が格納され、記録媒体１０２には、それぞれの
属性情報４０１～４０５に対応した画像データが保存されているものとする。なお、以下
においては、属性情報Ａに対応する画像データを、単に、画像Ａと記載する。
【００４５】
　例えば、「患者ＩＤが００１番」かつ「検査日が１９９９年０１月０１日から２００１
年１２月３１日まで」という検索条件で画像を検索した場合、図４に示す例では画像４０
１、画像４０２、画像４０３、画像４０５が検索される。
【００４６】
　検索された画像の中にセカンダリキャプチャクラスの画像４０５が含まれている（ＳＣ
はセカンダリキャプチャクラスを示す）。この例では画像４０５は、画像４０１と画像４
０３から生成されたものとしている。そして、その後に画像分類が実行される。画像分類
の詳細については、後述する。
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【００４７】
　一方、異なる検索条件の例として、例えば、「患者ＩＤが００１番」かつ「ＣＲクラス
の画像」を検索した場合、図４に示す例では画像４０１、画像４０２、画像４０３、画像
４０４が検索される。
【００４８】
　検索された画像の中にセカンダリキャプチャクラスの画像（図４の例では、画像４０５
）は存在しないが、画像４０１及び画像４０３に関連するセカンダリキャプチャクラスの
画像４０５がＤＢに登録されている。従って、画像４０１、画像４０２、画像４０３、画
像４０４、画像４０５についての画像分類が行われる。画像分類の詳細は後述する。
【００４９】
　ここで、画像分類の詳細を説明する前に、ＤＩＣＯＭフォーマットについて簡単に説明
する。図５は、ＤＩＣＯＭ規格で規定する画像属性の階層構造を示す図である。
【００５０】
　この階層構造は３つのレイヤから構成され、一番上の階層に検査のレイヤ５０１がある
。検査のレイヤ５０１の下にシリーズのレイヤ５０２～５０４があり、検査のレイヤ５０
１は１以上のシリーズのレイヤを持つことができる。シリーズのレイヤ５０２～５０４の
下に、夫々画像のレイヤ５０５～５０７があり、各シリーズのレイヤ５０２～５０４は１
以上の画像のレイヤを持つことができる。ここで、患者情報を特定する情報は、例えば検
査のレイヤ５０１に保存される属性情報である。
【００５１】
　また、セカンダリキャプチャクラスの画像が生成される例として、１つは経時的に間隔
の開いた異なる検査に属する画像同士の差分をとることで得られる経時差分画像、１つは
同一検査内の２枚以上の画像を繋ぎ合わせて１画像として新たに生成したデジタル画像、
１つは撮影された画像に対して階調補正を行うなど画像処理を施した結果の画像を新たな
画像データとして保存した画像、１つは医療用のフィルムスキャナーなどでフィルムの医
用画像をスキャンして得られるデジタル画像などが挙げられる。これらは公知の技術を用
いて生成されるため、詳細については省略する。
【００５２】
　次に、画像の分類方法について、セカンダリキャプチャクラスとして経時差分画像が生
成された場合を例にとって説明する。
【００５３】
　例えば、図６に示すようにＣＲクラスの画像６０１及び画像６０２の撮影が行われた後
に、画像６０１と画像６０２の経時差分画像を作成しセカンダリキャプチャクラスの画像
６０３が生成される。その後、さらにＣＲクラスの画像６０４の撮影が行われ、画像６０
４と画像６０１、画像６０４と画像６０２の経時差分画像を作成した場合、セカンダリキ
ャプチャクラスの画像６０５及び画像６０６が生成される。
【００５４】
　ここで、本実施形態では画像６０５と画像６０６は同じ検査に属する画像として作成し
ているが、これに限定するものではなく異なる検査として別々に作成しても良い。
【００５５】
　これらの画像について、画像の分類を行う場合について説明する。
【００５６】
　セカンダリキャプチャクラスの画像を生成した元画像に関連付けて分類する方法で分類
する場合は、図６に示すように作成された画像は、図８に示すように分類される。
【００５７】
　画像６０３は画像６０１と画像６０２から生成された画像であるため、画像生成元とな
っている画像６０１と同じ検査として分類する。同様に画像６０５及び画像６０６も、画
像生成元となった画像６０１、６０２が属する検査の画像として分類する。
【００５８】
　セカンダリキャプチャクラスの画像をまとめて１つに分類する方法で分類する場合は、
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図６に示すように作成された画像は図１０に示すように分類される。
【００５９】
　画像６０３、画像６０５、画像６０６はセカンダリキャプチャクラスの画像なので１つ
の検査としてまとめる。
【００６０】
　なお、セカンダリキャプチャクラスの検査の中で、画像６０３を１つのシリーズとし、
画像６０５と画像６０６とを１つのシリーズに分類しても良い。
【００６１】
　上述のようにして画像分類部２０２が画像の分類を行った後、画像リスト表示部２０３
が、ステップＳ３０４で分類された画像情報を画像リストとして表示する（ステップＳ３
０５）。
【００６２】
　例えば、図６に示す画像に対して、ステップＳ３０４のクラス属性による分類を行わず
に検査日時順で表示した場合は、図７に示すよう画像リストが表示される。クラス属性に
より分類が行われていないため、画像リスト７０６にはＣＲクラスの画像とセカンダリキ
ャプチャクラスの画像が、検査日順に混在して表示される。
【００６３】
　ここで、項目７０１は画像６０１、項目７０２は画像６０２、項目７０４は画像６０４
を示している。また、項目７０３は画像６０１と画像６０２から生成されたセカンダリキ
ャプチャクラスの画像７０３、項目７０５は画像６０４と画像６０１及び画像６０２から
生成されたセカンダリキャプチャクラスの画像６０５及び画像６０６を示している。この
表示例では、画像６０５及び画像６０６は一つの検査としてまとめているため、リスト上
にも１つの項目として表示されている。
【００６４】
　一方、ステップＳ３０４において、セカンダリキャプチャクラスの画像を生成した画像
に関連付けて分類した場合は、図６に示す画像は図８に示すように分類されている。
【００６５】
　このように分類された画像をリスト表示した結果は図９の９０４ようにリスト表示され
る。項目９０１は１つの検査として１行で表示されているが画像としては画像６０１と画
像６０３と画像６０５が分類されている。項目９０２は画像６０２と画像６０６が分類さ
れ、項目９０３は画像６０４が分類されている。
【００６６】
　なお、セカンダリキャプチャ画像を生成した画像の検査日時の古い検査側にセカンダリ
キャプチャ画像を関連付けているが、新しい検査に関連付けても良い。
【００６７】
　一方、セカンダリキャプチャクラスの画像をまとめて１つに分類した場合は、図６に示
す画像は図１０に示すように分類されている。このように分類された画像をリスト表示し
た結果は図１１の１１０５のようにリスト表示される。項目１１０１はセカンダリキャプ
チャクラスの画像を１つにまとめたものである。即ち、項目１１０１は画像６０３と画像
６０５、画像６０６が分類されている。
【００６８】
　なお、ここでは検査日順のリスト表示であり、セカンダリキャプチャクラスに分類され
た検査であるためリストの最後に表示しているが、検査日の通りに表示しても良い。
【００６９】
　次いで、画像表示を行うか、画像分類の変更を行うかを判断する（ステップＳ３０６）
。この判断は、ユーザが画像表示指示又は画像分類の切り替え指示を入力デバイスを用い
て入力したか否かを判断する。
【００７０】
　ユーザにより画像分類の切り替えが指示された場合は、画像分類切替部２１１が画像分
類の切り替えを行う（ステップＳ３２７）。画像分類の切り替えは、ステップＳ３０４で
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分類した画像の分類方法を変更するものである。即ち、セカンダリキャプチャクラスの画
像を生成した画像に関連付けて分類するか、セカンダリキャプチャクラスの画像を１つに
まとめて分類するか、セカンダリキャプチャクラスの画像を関連付けずに扱うかを切り替
えるものである。
【００７１】
　例えば、図６に示すような画像がある場合に、セカンダリキャプチャクラスの画像と関
連付けを行わなければ、セカンダリキャプチャクラスの画像は独立した検査として扱われ
るため図７に示すような分類となる。また、セカンダリキャプチャクラスの画像を生成し
た元画像に関連付けて分類する場合は、図８に示すように分類が行われ、リスト表示を行
うと図９のように表示される。
【００７２】
　また、セカンダリキャプチャクラスの画像をまとめて１つに分類する場合は、図１０に
示すように分類が行われ、リスト表示を行うと図１１のように表示される。
【００７３】
　ユーザにより画像表示が指示された場合は、ステップＳ３０７で画像表示部２０５が画
像の表示を行う。
【００７４】
　例えば、図６に示す画像に対し、セカンダリキャプチャクラスの画像と関連付けを行わ
なければ、図１２に示すように撮影画像とセカンダリキャプチャ画像が混在して表示され
る。
【００７５】
　この例では画像表示装置１０３に左上から右上、左下から右下の順に画像を表示する場
合の例で、検査日時の新しいものから古いものの順番で表示しているが、これに限定する
ものではない。
【００７６】
　また、図６に示す画像に対し、セカンダリキャプチャクラスの画像を生成した画像に関
連付けて分類されていれば、図１３に示すように表示される。
【００７７】
　ここで、画像６０２には関連付けられたセカンダリキャプチャクラスの画像６０６があ
り、画像６０１には同じく関連付けられたセカンダリキャプチャクラスの画像６０３及び
画像６０５がある。
【００７８】
　これらの関連付けられた画像は説明するためにＣＲ画像の後ろに隠れたように図示して
いるが、通常は表示されておらず、ユーザがセカンダリキャプチャ画像を表示するように
入力デバイス等を用いて指示を与えた場合に、ＣＲクラスの画像と入れ替えて表示される
。詳細は後述する。
【００７９】
　また、図６に示す画像に対し、セカンダリキャプチャクラスの画像を１つにまとめて分
類されていれば、図１４に示すように表示される。
【００８０】
　ここで、画像６０３、画像６０５、画像６０６はセカンダリキャプチャクラスの画像を
１つにまとめたものである。この例では、セカンダリキャプチャ画像の中で画像６０６が
最上位に表示されているが、これに限定するものではない。
【００８１】
　次に、表示切替を行うか否かを判断する（ステップＳ３０８）。ここでは、特にセカン
ダリキャプチャクラスの画像を生成した画像に関連付けて分類され、図１３に示すような
表示形態で表示されている場合に、表示切替が行われる。
【００８２】
　図１３に示すような表示が行われている状態で、セカンダリキャプチャ画像を表示する
ように、ユーザがマウスやキーボード、ポインティングデバイス等を用いて指示を与える
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と、画像表示切替部２１２が、セカンダリキャプチャ画像を表示するように、画像読込部
２０４及び画像表示部２０５を制御する（ステップＳ３２５）。
【００８３】
　表示を切り替えた結果の例が図１５である。ここでは画像６０６が画像６０２に切り替
わって表示され、画像６０３が画像６０５に切り替わって表示されている。
【００８４】
　ステップＳ３０８において表示切替が行われないと判断した場合、画像作成指示がある
か否かを判断する（ステップＳ３０９）。
【００８５】
　画像作成指示がなければ、そのままユーザの操作の待機状態となり（ステップＳ３２６
）、画像作成指示があれば、画像作成指示部２０６が画像処理のためのパラメータを画像
読込部２０４に転送する（ステップＳ３１０）。
【００８６】
　作成する画像は、例えば経時差分画像や２枚以上の画像を繋ぎ合わせて１画像として新
たに生成する画像などがある。これらの画像を生成するために必要な情報、例えば２つの
画像のファイル名や画像処理パラメータ等を転送する。
【００８７】
　次いで、画像読込部２０４が、転送されたパラメータによって指定された画像データを
画像処理のために、メモリ上又は記憶領域上に読み込む（ステップＳ３１１）。
【００８８】
　その後、画像作成部２０８が画像処理を行う（ステップＳ３１２）。
【００８９】
　続いて、画像作成部２０８が画像属性を作成する（ステップＳ３１３）。ステップＳ３
１２で同一患者の画像を用いて作成している場合には、新たに作成されるセカンダリキャ
プチャ画像の属性として、例えば、患者名等の不変の画像属性はそのまま利用することが
できる。
【００９０】
　また、セカンダリキャプチャ画像に固有の情報として、モダリティがセカンダリキャプ
チャを表すＳＣであること、及び、セカンダリキャプチャ画像を生成した画像処理による
分類が可能な情報を装置タイプ属性に書き込む。更に、セカンダリキャプチャ画像を生成
する元となった画像のファイル名を識別できる情報として、画像のファイル名等を属性情
報として登録する。
【００９１】
　次に、画像表示部２０５が、画像作成部２０８がステップＳ３１２及びＳ３１３におい
て作成した画像を表示する（ステップＳ３１４）。
【００９２】
　次いで、画像保存部２０９が、画像作成部２０８がステップＳ３１２及びＳ３１３にお
いて作成した画像のデータを記憶媒体１０２に保存する（ステップＳ３１５）。
【００９３】
　そして、ステップＳ３１５で保存したセカンダリキャプチャ画像情報をデータベース１
０１に登録する（ステップＳ３１６）。データベース１０１に登録する際には、後に画像
を表示するときに利用する属性情報として、セカンダリキャプチャ画像の装置タイプ及び
生成元となった画像を特定する情報等をデータベース１０１に保存する。
【００９４】
　このような実施形態に係る画像管理装置によれば、セカンダリキャプチャ画像の作成時
に、画像を作成する元になった画像を特定する情報を入力しておくことにより、後にそれ
らの画像を表示する際、撮影画像とセカンダリ画像を関連付けて表示することができる。
【００９５】
　このため、撮影画像とセカンダリキャプチャ画像とが乱雑に混在した状態となることを
防止しながら、これらを整然と表示することができる。また、セカンダリキャプチャに複
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数の種類が存在しても、それらを種類ごとに分けて扱うことにより、異なる種類のセカン
ダリキャプチャ画像が存在しているが故に画像の読影が妨げられるという不具合を回避す
ることができる。
【００９６】
　更に、画像分類方法や表示モードを切り替えることができるため、セカンダリキャプチ
ャ同士を比較したり、撮影画像とセカンリキャプチャ画像とを切り替えて表示したりする
ことが可能である。従って、医師の診断効率及び制度の向上に貢献できる。
【００９７】
　なお、上述の実施形態では、画像処理を画像保存装置１０５側で行うこととしているが
、画像表示装置１０３にＣＰＵ及びＲＯＭ等を設けておき、画像表示装置１０３側で行う
ようにしてもよい。
【００９８】
　この場合、図３－１に示す処理は、上述の実施形態と同様であるが、図３－２に示す処
理が省略され、画像表示装置１０３側で図１９に示す処理を行う。但し、図２に示す機能
ブロックは、上述の実施形態と同様のものを用いることとする。
【００９９】
　画像表示装置１０３側で行う場合、画像作成指示があれば（ステップＳ３０９）、画像
読込部２０４が、画像データを画像処理のために、画像表示装置１０３に設けられたメモ
リ上又は記憶領域上に読み込む（ステップＳ３１７）。但し、既にステップ３０７におい
て画像表示のために画像データを読み込んでいる場合には、ステップＳ３１７を省略して
もよい。
【０１００】
　その後、画像作成部２０８が画像処理を行う（ステップＳ３１８）。
【０１０１】
　続いて、画像作成部２０８が画像属性を作成する（ステップＳ３１９）。
【０１０２】
　次に、画像表示部２０５が、画像作成部２０８がステップＳ３１８及びＳ３１９におい
て作成した画像を表示する（ステップＳ３２０）。次いで、作成された画像のデータが画
像表示装置１０３から画像保存装置１０５に転送され（ステップＳ３２１）、画像保存装
置１０５に受信される（ステップＳ３２２）。転送方法としては、例えばＤＩＣＯＭ規格
で定める転送プロトコルを用いた転送方法が挙げられ、また、公知の一般的な方法を用い
て転送してもよい。
【０１０３】
　次いで、画像保存部２０９が、画像作成部２０８がステップＳ３１８及びＳ３１９にお
いて作成した画像のデータを、記憶媒体１０２に保存する（ステップＳ３２３）。そして
、ステップＳ３２３で保存したセカンダリキャプチャ画像情報をデータベース１０１に登
録する（ステップＳ３２４）。
【０１０４】
　なお、最新の検査については、セカンダリキャプチャ画像を表示させる旨の指示を受け
ても、セカンダリキャプチャ画像の表示を省略してもよい。また、セカンダリキャプチャ
画像を表示させる旨の指示を受けても、セカンダリキャプチャ画像を含まない検査につい
ては、当該検査の表示を省略してもよい。
【０１０５】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。第１の実施形態は主にセカンダリキ
ャプチャクラスの画像は経時差分画像のような、異なる検査の画像から生成された例であ
る。第２の実施形態では、同一検査内の２枚以上の画像を繋ぎ合わせて１画像として新た
に生成したデジタル画像の場合である。
【０１０６】
　例えば、図１６に示すように、ＣＲクラスの画像１６０１及びＣＲクラスの画像１６０
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２を繋ぎ合わせることにより、新たにセカンダリキャプチャクラスの画像１６０３を生成
した場合、図１７に示すように、セカンダリキャプチャクラスの画像は生成元となったク
ラスの画像に分類される。
【０１０７】
　一方、Ｓ３０８の表示切替が行われた場合は、図１８に示すように、セカンダリキャプ
チャ画像１６０３及び画像１６０６が表示される。
【０１０８】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態においては、Ｓ３０
８の表示切替ステップが画像分類に関する切り替え指示を与えることができ、画像表示切
替部２１２において画像分類切り替えを行い、画像を表示する構成となる。
【０１０９】
　なお、本発明の実施形態は、例えばコンピュータがプログラムを実行することによって
実現することができる。また、プログラムをコンピュータに供給するための手段、例えば
かかるプログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭ等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体又は
かかるプログラムを伝送するインターネット等の伝送媒体も本発明の実施形態として適用
することができる。また、上記のプログラムも本発明の実施形態として適用することがで
きる。上記のプログラム、記録媒体、伝送媒体及びプログラムプロダクトは、本発明の範
疇に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の一実施の形態に係る画像管理装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る画像管理装置の機能を示す機能ブロック図である。
【図３－１】本発明の一実施の形態に係る画像管理装置の処理動作を示すフローチャート
である。
【図３－２】図３－１に引き続き、本発明の一実施の形態に係る画像管理装置の処理動作
を示すフローチャートである。
【図４】ＣＲクラスの画像とセカンダリキャプチャクラスの画像の関係を示す図である。
【図５】ＤＩＣＯＭ規格で規定する画像属性の階層構造を示す図である。
【図６】生成された画像の関連を示す概念図である。
【図７】図６に示す画像を画像リストとして表示画面に表示した例を示す図である。
【図８】図６に示す画像を、分類したときの概念図である。
【図９】図８に示す画像を画像リストとして表示画面に表示した例を示す図である。
【図１０】図６に示す画像を、分類したときの概念図である。
【図１１】図１０に示す画像を画像リストとして表示画面に表示した例を示す図である。
【図１２】図６に示す画像を表示画面に表示した例を示す図である。
【図１３】図８に示す画像を表示画面に表示した例を示す図である。
【図１４】図１０に示す画像を表示画面に表示した例を示す図である。
【図１５】図１３に示した画像の表示を、セカンダリキャプチャ画像を表示する旨の指示
があったときの表示を示す図である。
【図１６】セカンダリキャプチャ画像が同一の検査内の１以上の画像から作成された場合
を示す概念図である。
【図１７】図１６に示す画像を表示画面に表示した例を示す図である。
【図１８】図１７に示す画像の表示を、セカンダリキャプチャ画像を表示する旨の指示が
あったときの表示を示す図である。
【図１９】画像処理が画像表示装置１０３側で行われる場合の処理動作を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【０１１１】
　１０１：データベース
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　１０２：記憶媒体
　１０３：画像表示装置
　１０４：ネットワーク
　１０５：画像保存装置
　２０１：属性判別部
　２０２：画像分類部
　２０３：画像リスト表示部
　２０４：画像読込部
　２０５：画像表示部
　２０６：画像作成指示部
　２０８：画像作成部
　２０９：画像保存部
　２１０：画像登録部
　２１１：画像分類切替部
　２１２：画像表示切替部

【図１】 【図２】
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【図４】 【図５】

【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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